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２．対象・目的・内容
特定不妊治療にかかる治療費を兵庫県の補助に上乗せして助成する。

事 業 概 要

特定不妊治療を受ける夫婦
事業の対象

（誰・何を

年

）

不妊治療を希望する夫婦が、安心して治療が受けられるようにする。
事業の目的

（どういう状態

にするために)

特定不妊治療を受け、県の補助を受けた者に対し、特定不妊治療及び男性不妊治療に対し各50,000円を

度

助成する。
事業の内容 （県補助は150,000円（初回300,000円）、ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植する場合と採卵したが卵が

（どういう内容 得られない場合は75,000円）　
を行うのか)

平成 　３０年度　当初予算事業の概要説明書
（兼評価説明書） 1 頁
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平成 算事業の概要説明
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単位当たりのコスト

不妊治療の経済的負担を軽減する

度

ことにより、少子化対策にもつながる。
実績・成果 H29実績：35人（延55件）

等 の 説 明

６．評価
評 価 事業の優先度(緊急性) 4 事業の必要性 1 実施主体の妥当性 4

１ ポイント 直接のサービスの相手方 2 受益者負担の適

　

切さ 4 市民ニーズの把握 4
事 業 の 継続実施

次 総合評価
夫婦の経済的負担の軽減を図り、安心して治療が受けられるよう継続する。また、少子化対策の一助となる。
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２ ポイント 直接のサービスの相手方 1 受益者負担の適切さ 5 市民ニーズの把握 1
事 業 の 継続実施

次 総合評価
　この事業は不妊治療を必要とする夫婦だけが受益対象となるのではなく、日本の大きな社会問題で

初

ある少子化対

評 策も含めた事業であると考える。今後益々深刻化する少子高齢化対策に有用な一つの事業として、必要不可欠であ

説 明 ると考えることから、継続実施が望ましい。また、不妊治療は大変デリケートな問題であ

予

るため、例えば県補助の

価 対象者＝市補助対象者となることから、県で申請窓口を一本化することで、プライバシーを確保するとともに申請
手続きを一本化するなどの改善を検討してはどうか。


